
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　警報器本体を取付板を介して被取付面に取り付けるガス警報器において、
　

　 前記取付板に、外面を前記被取付面
に重ね合わせて取り付けるベース板部と、そのベース板部の内面側から立ち上げて前記警
報器本体の外周を抱く複数の弾性アーム部と、その弾性アーム部に設けて前記警報器本体
に掛け止める掛止部とを設けてなる、ガス警報器。
【請求項２】
　前記警報器本体に、前記取付板がきっちりはまり込む凹部を形成してなる、請求項１に
記載のガス警報器。
【請求項３】
　前記取付板を前記被取付面に取り付ける両面接着テープを、前記ベース板部の外面に貼
り付けてなる、請求項１または２に記載のガス警報器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、ガス漏れを検知したとき警報を発するガス警報器に関する。詳しくは、その
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前記警報器本体の外装ケースの背面側に凹部を形成し、その凹部を左右に設けて前記外
装ケースの左右側面にまでのばし、その左右側面にまでのばした前記凹部の終端に掛止凹
部を設けるとともに、

前記凹部位置を位置合わせしてその凹部にはめ込む



うち、警報器本体を取付板を介して壁面等の被取付面に取り付けるタイプのガス警報器に
関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ガス警報器では、設置後一定の保証期間（たとえば５年）経過したときは新しいも
のと交換する必要がある。このため、ある程度交換容易に壁面等の被取付面に取り付けて
おく必要がある。そこで、従来のガス警報器の中には、警報器本体と取付板とで構成し、
警報器本体を取付板を介して被取付面に取り付けるものがある。そして、保証期間経過後
に、警報器本体を取付板から取り外して新しいものと交換し、再び同じ取付板を用いて被
取付面に取り付けるようにしていた。
【０００３】
たとえば図７に示すように、警報器本体１の背面上下に凹部２・３を形成し、それらの凹
部２・３の開口上部を隔壁４・５で塞ぐ一方、取付板６の上下に爪状突起６ａ・６ｂを上
向きに形成する構成としていた。そして、両面接着テープや木ねじなどを用いて取付板６
の外面を壁面等の被取付面７に取り付けてから、警報器本体１を持ってその背面側を取付
板６に近付け、凹部２・３内に取付板６の爪状突起６ａ・６ｂを入れて該警報器本体１を
少し下方に移動し、爪状突起６ａ・６ｂを凹部２・３の上部に入れて隔壁４・５に掛け止
め、警報器本体１を取付板６を介して被取付面７に取り付けていた。
【０００４】
また、たとえば図８に示すように、警報器本体１の背面下部には図７に示す従来例の凹部
３に代えて嵌合孔８をあける一方、取付板６の下部に図７に示す従来例の爪状突起６ｂに
代えてピン状突起６ｃを内面から突出して形成する構成としたものもある。そして、同様
に取付板６の外面を被取付面７に取り付けてから、警報器本体１を持って凹部２内に爪状
突起６ａを入れて該警報器本体１を少し下方に移動し、爪状突起６ａを隔壁４に掛け止め
るとともにピン状突起６ｃ位置に嵌合孔８を合わせ、正面側から警報器本体１を押して嵌
合孔８内にピン状突起６ｃを強く押し込み、警報器本体１を取付板６を介して被取付面７
に取り付けていた。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、このような従来のガス警報器では、
▲１▼　特に狭い場所にガス警報器を設置するとき、手に持った警報器本体１で隠れて後
側の取付板６との係合個所を見ることができないから、正面側から感で警報器本体１背面
の凹部２・３に爪状突起６ａ・６ｂを入れなければならず、入れにくい、という課題があ
った。図８に示す従来例では、さらにピン状突起６ｃと嵌合孔８とをもっときちんと位置
合わせしなければならないから、設置作業性が非常に悪かった。
▲２▼　また、警報器本体１を着脱可能に、凹部２・３内に爪状突起６ａ・６ｂを余裕を
もって入れるから、横向きに設置すると、しっかりと固定することができない、という課
題があった。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　そこで、請求項１に記載の発明は、たとえば以下の図示実施の形態に示すとおり、警報
器本体１０ 取付板１１を介して壁面等の被取付面１６に取り付けるガス警報器におい
て、
　

　 前記取付板１１に、外面を
前記被取付面１６に重ね合わせて取り付けるベース板部１１ａと、そのベース板部１１ａ
の内面から立ち上げて前記警報器本体１０の外周を抱く複数の弾性アーム部１１ｂ・１１
ｂと、その弾性アーム部１１ｂ・１１ｂに設けて前記警報器本体１０に掛け止める掛止部
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を、

前記警報器本体１０の外装ケース１２の背面側に凹部１３を形成し、その凹部１３を左
右に設けて前記外装ケース１２の左右側面にまでのばし、その左右側面にまでのばした前
記凹部１３の終端に掛止凹部１３ａを設けるとともに、

前記凹部１３位置を位置合わせしてその凹部１３にはめ込む



１１ｃ・１１ｃとを設けてなる、ことを特徴とする。
【０００７】
請求項２に記載の発明は、その請求項１に記載のガス警報器において、たとえば以下の図
示実施の形態に示すとおり、前記警報器本体１０に、前記取付板１１がきっちりはまり込
む凹部１３を形成してなる、ことを特徴とする。
【０００８】
請求項３に記載の発明は、そのような請求項１または２に記載のガス警報器において、た
とえば以下の図示実施の形態に示すとおり、前記取付板１１を前記被取付面１６に取り付
ける両面接着テープ１５を、前記ベース板部１１ａの外面に貼り付けてなる、ことを特徴
とする。
【０００９】
そして、壁面等の被取付面１６に外面を重ね合わせて取付板１１を取り付け、その取付板
１１の内面から立ち上がる複数の弾性アーム部１１ｂ………で警報器本体１０の外周を抱
き、その弾性アーム部１１ｂ………に設ける掛止部１１ｃ・１１ｃを警報器本体１０に掛
け止め、警報器本体１０を取付板１１を介して被取付面１６に取り付ける。
【００１０】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しつつ、この発明の実施の形態について説明する。
図１は、請求項１に記載の発明の一実施の形態であるガス警報器を、背面側から見て示す
斜視図である。図２はその平面図、図３は側面図である。図示するとおり、この発明によ
るガス警報器は、図中符号１０で示す警報器本体と図中符号１１で示す取付板とで構成す
る。
【００１１】
まず、警報器本体１０は、まわりを、高さがＨ、幅がＢ、奥行きがＤの外装ケースで被っ
てなり、その外装ケース１２の背面側に凹部１３を形成する。凹部１３は、外装ケース１
２の中段位置に幅がａ、深さがｂで左右に設け、外装ケース１２の左右側面にまでのばし
て背面から正面側に向けて長さｃのところまで入り込ませてつくる。
【００１２】
他方、取付板１１は、樹脂材でつくり、幅が凹部１３の幅ａ内にきっちりはまり込むａ´
、長さが警報器本体１０の幅Ｂとほぼ同じＢ´、厚さが凹部１３の深さｂとほぼ同じｂ´
のベース板部１１ａと、そのベース板部１１ａの両端内面側から長さｃより若干短い長さ
ｃ´に立ち上げた２つの弾性アーム部１１ｂ・１１ｂと、その弾性アーム部１１ｂ・１１
ｂの先端に設ける爪状の掛止部１１ｃ・１１ｃとで構成してなる。そして、ベース板部１
１ａの外面に両面接着テープ１５を貼り付けてなる。
【００１３】
そして、このガス警報器を設置するときは、まず取付板１１を持って両面接着テープ１５
の上紙を剥がし、ベース板部１１ａの外面を、設置する被取付面１６に重ね合わせ、図４
に示すように両面接着テープ１５で貼り付けて取付板１１を被取付面１６に取り付ける。
次いで、警報器本体１０を持ってその凹部１３位置を取付板１１位置に合わせて取付板１
１の弾性アーム部１１ｂ・１１ｂを見ながら図中矢示するごとく取付板１１に近付け、該
警報器本体１０でそれら弾性アーム部１１ｂ・１１ｂを押し開いてそれらの間に挿入する
。
【００１４】
そうして、正面側から警報器本体１０を完全に押し込んだところで、凹部１３内に丁度取
付板１１をはめ込み、凹部１３終端に設ける左右の掛止凹部１３ａ・１３ａにそれぞれ弾
性アーム部１１ｂ・１１ｂの掛止部１１ｃ・１１ｃを掛け止めて弾性アーム部１１ｂ・１
１ｂで警報器本体１０の外周を抱き、警報器本体１０の背面および左右側面を取付板１１
の外面と段差なくつくって、結局図５に示すように警報器本体１０を取付板１１を介して
壁面等の被取付面１６に取り付ける。
【００１５】
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そして、長期間使用し、このガス警報器の保証期間が経過したときは、弾性アーム部１１
ｂの先端と警報器本体１０間にドライバー等を挿入し、弾性アーム１１ｂをたわませて掛
止凹部１３ａとの係合を解除し、警報器本体１０を取り出して新しいものと交換し、再び
同じ取付板１１を用いて被取付面に取り付けて設置する。
【００１６】
さて、上述した実施の形態では、両面接着テープ１５を用いて被取付面１６に貼り付け、
ガス警報器を設置した。しかし、両面接着テープに限らず、たとえば木ねじなどを用いて
被取付面１６に取り付け、ガス警報器を設置するようにしてもよい。
【００１７】
ところで、上述した実施の形態では、被取付面１６に取付板１１を取り付けてから、警報
器本体１０を取り付けるようにした。しかし、図６に示すように、工場出荷時は、警報器
本体１０に取付板１１を取り付け、その取付板１１の背面に両面接着テープ１５を貼り付
けた状態とし、設置するときには、包装箱から取り出し、両面接着テープ１５の上紙を剥
がしてその両面接着テープ１５で貼り付け、警報器本体１０を取付板１１とともに組付け
状態のまま被取付面１６に取り付けるようにしてもよい。
【００１８】
このようにすると、上紙を剥がして被取付面１６に押し付けるだけでよいから、ガス警報
器の設置作業性を一層向上することができる。
【００１９】
請求項２に記載の発明は、上述した図示実施の形態に示すとおり、警報器本体１０に、取
付板１１がはまり込む凹部１３を形成してなる、ことを特徴とする。そして、設置時、凹
部１３内に取付板１１をきっちりはめ込んで全体を外観上一体化し、設置したガス警報器
の被取付面１６からの浮き上がりをなくして美観を向上することができる。
【００２０】
請求項３に記載の発明は、上述した図示実施の形態に示すとおり、取付板１１を被取付面
１６に取り付ける両面接着テープ１５を、ベース板部１１ａの外面に貼り付けてなる、こ
とを特徴とする。そして、両面接着テープ１５を用いてベース板部１１ａの外面を被取付
面１６に貼り付け、ガス警報器の取り付けを容易とすることができる。
【００２１】
【発明の効果】
したがって、請求項１に記載の発明によれば、取付板の弾性アーム部を見ながら警報器本
体を取り付けるから、両者の位置関係を把握しやすく、しかも正面側から弾性アーム部を
押し開いて取り付けるだけであるから、ガス警報器の設置を迅速かつ確実に行うことがで
き、設置作業性を向上することができる。また、警報器本体の交換も容易であり、さらに
横向きに取り付けても、がたなくしっかりと固定することができる。
【００２２】
請求項２に記載の発明によれば、設置時、警報器本体の凹部内に取付板をきっちりはめ込
んで全体を外観上一体化するから、被取付面からの浮き上がりをなくして美観を向上する
ことができる。
【００２３】
請求項３に記載の発明によれば、上紙を剥がすだけで両面接着テープで貼り付けて取付板
を被取付面に取り付けるから、ガス警報器の取り付けを一層容易とすることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】請求項１に記載の発明の一実施の形態であるガス警報器を、背面側から見て示す
斜視図である。
【図２】その平面図である。
【図３】その側面図である。
【図４】該ガス警報器において、被取付面に取り付けた取付板への警報器本体の取り付け
を説明する横断面図である。
【図５】その取り付け後の状態を示す側面図である。
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【図６】該ガス警報器の他の設置の仕方を説明するガス警報器を、背面側から見て示す斜
視図である。
【図７】従来のガス警報器の設置の仕方を説明する説明縦断面図である。
【図８】従来の他のガス警報器の設置の仕方を説明する説明縦断面図である。
【符号の説明】
１０　警報器本体
１１　取付板
１１ａ　ベース板部
１１ｂ　弾性アーム部
１１ｃ　掛止部
１３　凹部
１５　両面接着テープ
１６　被取付面
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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